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事業主 様 

                        （一社）成田労働基準協会 

                               会長 諸岡靖彦 

成田労働基準協会 ご入会のお願い 

 

１．はじめに 

 

 当協会は、成田労働基準監督署（旧佐原労働基準監督署）管内の事業場を構成会員として、昭和 23

年に発足した由緒ある協会です。 

当協会は自主的活動団体であり、その活動目的は、会員相互の連絡提携により、①労働基準法および

関係法令の適用に対する運営に協力し、②労働者の労働条件の近代化を促進して労働力の質的向上をは

かり、③企業の健全な発展に寄与することであります。 

 当協会の事業運営については、発足当初より労働基準行政機関である千葉労働局と成田労働基準監督

署の絶大なご支援のもとに、逐次事業分野の整備拡充を図っております。   

 なお現在、千葉県内には成田労働基準協会を含め地区協会が合計９ヶ所設立されております。さら

に、これらの地区協会を構成員に、（公社）千葉県労働基準協会連合会が組織されており、相互に連携を

保ちつつ必要な事業活動を実施・展開しております。 

 

２．当協会の主な事業の概要 

（１）会報の発行 

 

 

   

 

 

（２）説明会・講習会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「千葉労基連（年９回）」および「成田労働基準協会報（年２回）」を発行し、それぞれ会員に送付し

ております。その内容は、労務・安全・衛生管理に関する各種情報の伝達、諸法令や通達の解説、労

務・安全・衛生の各種講習の案内等であります。 

(行 事） 

●優良事業所視察研修 

●産業安全祈願祭･賀詞交換会 

●総会での表彰（優良事業場・功績者・功労者） 

(説明会） 

●安全週間実施要綱説明会 

●衛生週間実施要綱説明会 

●年末年始無災害運動説明会 

(無料サービス） 

●教材ビデオ・図書・資料等の無料貸出し 

●労働問題相談センター（無料相談） 

 下記等のご相談をお受け致します。 

＊就業規則･労働時間･賃金等の労務管理 

＊安全管理･衛生管理･メンタルヘルス 

＊労災･解雇･リストラ･パワハラ･その他 

(研修会） 

●労務管理研修会 

●安全管理研修会 

●衛生管理研修会 

●労災保険実務研修会 

(斡旋・販売） 

●定期巡回健康診断の斡旋 

●特殊健康診断の斡旋 

●作業環境測定の斡旋 

●生活習慣病予防健診の斡旋 

●労務･安全･衛生関係図書･ﾎﾟｽﾀｰ･用品の販売 
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以上の紹介でお判りいただけますが、当協会では数多くの講習や教育等を行っております。中でも千

葉労働局長に登録された講習機関として、各種の技能講習と資格試験を実施し、法令に定められた資格

取得のために便宜を供し、さらに事業主が実施すべき安全衛生関係の特別教育についても代行する等、

ご多忙な事業主に代わり順法教育を通じて労働災害の防止に貢献できますことは、本協会の特色と誇り

としているところであります。 

 

３．入会のメリット 

 以上の説明のとおり当協会は、その活動を通じて会員企業の労務・安全・衛生管理の向上と健全な発

展を願う団体組織であります。また、働く人の安全と健康の確保に積極的に取り組んでいる姿勢を内外

に示せるなど、優秀な人材確保に繋がります。気安くご加盟いただき、協会の事業運営にご参加いただ

くことによって、企業の活動にプラスになるものと確信しております。 

① 各種説明会の開催・各種研修会の開催・会報の発行 

労働基準法の適用、法改正等を、迅速かつ正確に把握できるため、従業員との労務問題に関するト

ラブルを避けることができる。 

② 特別教育等を会員価格で受講できる 

労働安全衛生法で規定するところの、従業員の資格取得推進、これにより安全管理と衛生管理が向

上し、死亡災害や重大災害の防止、近年増加しているメンタルヘルス問題に対処し、自殺等防止に繋

がることが期待される。 

③ 巡回健康診断の斡旋 

  事業場まで巡回する定期健康診断・特殊健診・がん検診等の斡旋。職場環境測定を会員価格で斡旋 

④ 労務・安全・衛生関係図書・ポスター等用品の斡旋 

中災防・労働調査会等の労図書や用品を送料無料で販売 

⑤ 教材ビデオ・図書・資料等の無料貸出し 

⑥ 労務・安全衛生等の相談が無料 

平成２３年度より、事業場で抱える労務・安全・衛生等の問題について、専門家による無料相談で

(講習会） 

●技能講習（玉掛，フォークリフト，ガス溶接，床上操作式クレーン，小型移動式クレーン） 

●作業主任者技能講習（有機溶剤，特化物，酸欠，鉛，乾燥設備，プレス機械） 

●特別教育（床上操作式クレーン2，研削砥石，低圧電気，粉じん，酸欠，動カプレス，シャー， 

アーク溶接，ロボット） 

●安全管理者選任時研修           ●安全管理者能力向上教育 

●安全衛生推進者養成講習          ●衛生管理者能力向上教育  

●職長教育                 ●有機溶剤作業主任者能力向上教育 

●職長・安全衛生責任者教育（建設関係者用） ●乾燥設備作業主任者能力向上教育 

●新入社員安全衛生教育（雇入れ時）     ●フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 

●危険予知訓練研修会（ＫＹＴ）       ●危険予知活動トレーナー研修会 

●労働衛生教育（ＶＤＴ）          ●経営首脳者等安全衛生セミナー 

●衛生管理者受験準備講座          ●局所排気装置等定期自主検査者教育  

（注）斜字のものは連合会・他地区協会で実施 
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サービスを開始しております。 

４．協会の所在地 

  〒286-0134 成田市東和田 555-5 

         TEL. 0476-24-3743   FAX. 0476-23-3594 

５．会員事業場数及び理事会社 （平成 31 年 3 月末現在）      

地区 香取市 神崎町 多古町 成田市 富里市 栄町 

会員数 90 13 24 185 26 13 

地区 印西市 その他    合計 

会員数 27 7    385 

 なお、当協会では地域を上記の 8 地区より理事・監事を選出し、理事の中から会長および副会長を互

選することになっております。（会則第１０条、同１１条） 

（一社）成田労働基準協会理事・監事会社名簿 

（令和 1 年 4 月末現在） 

協会役職 事業場名 

会長 米屋㈱ 

副会長 ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ･ﾃｨｰｴﾑ㈱神崎工場 

副会長 大本山成田山新勝寺 

副会長 日本航空㈱ 成田空港支店 

副会長 日本食研製造㈱ 

理事 ANA成田エアポートサービス㈱ 

理事 エスエス製薬㈱成田工場 

理事 エッチ・アンド・ケー㈱ 

理事 大阪富士工業㈱小見川工場 

理事 ㈱関電工千葉支店成田統轄営業所 

理事 国際空港上屋㈱ 

理事 佐原信用金庫 

理事 ジェイフィルム㈱成田工場 

理事 全日本空輸㈱成田空港支店 

理事 千葉交通㈱ 

理事 ちば醤油㈱ 

理事 ＴＤＫ㈱ 

理事 鉄建建設㈱建設技術総合センター 

理事 ㈱東武ホテルマネジメント成田東武ホテルエアポート 

理事 長島石油㈱ 

理事 成田国際空港㈱ 

理事 日通佐倉運輸㈱ナイキCSC事業所 

理事 日本空港給油㈱ 

理事 日本空港サービス㈱ 

理事 日立化成㈱松戸工場（香取） 

理事 古谷乳業㈱成田工場 

理事 医療法人三省会本多病院 

理事 ㈱町山製作所 

理事 ワコースチール㈱ 

監事 ㈱千葉銀行成田支店 
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監事 千葉信用金庫成田支店 

６．最後に 

 以上の説明のとおり当協会は、その活動を通じて会員企業の労務・安全・衛生管理の向上と健全な発

展を願う団体組織であります。気安くご加盟いただき、協会の事業運営にご参加いただくことによっ

て、企業の活動にプラスになることが少なくないものと確信しております。どうか趣旨、事業内容等に

ご理解をたまわり、こ入会いただきます様ご案内申しあげます。なお、会則の一部（入会に関する条

項）を抜粋して添付申しあげますので、ご不審の点がございましたら、協会事務局までお電話をいただ

ければ詳しくご説明いたします。では、ご入会のお知らせをお待ちしております。 

 

＝参考＝ 

＊一般社団法人成田労働基準協会定款（抜粋） 
 

（会員の構成） 

第６条 この法人の会員は成田労働基準監督署管内（以下「管内」という。）において労働基準

法の適用を受ける事業者及び個人で構成し、次の２種とし、正会員をもって一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。 

⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体                                   

（入 会） 

第７条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により入会手続きをなし、

理事会の承認を受けなければならない。 

 

 

 

＊成田労働基準協会会費規程（抜粋） 
 

第２条（会費の額） 

 会費の額は、正会員の事業規模区分により、それぞれ次の通りとする。 

級 事業の規模 年間会費 級 事業の規模 年間会費 

１ １０人未満 ５,０００円 ６ ２００人以上 ３９,０００円 

２ １０人以上 ８,０００円 ７ ３００人以上 ４９,０００円 

３ ３０人以上 １２,０００円 ８ ５００人以上 ７９,０００円 

４ ５０人以上 １８,０００円 ９ １,０００人以上 １００,０００円 

５ １００人以上 ２９,０００円 １０ ２,０００人以上 １３０,０００円 

◎賛助会員＝５，０００円（公的機関の場合） 

 

第５条（算定労働者数）  

正会員の会費の算定基礎となる労働者数は、毎年４月１日現在で本会に提出された在籍人員報告書、

または千葉労働基準局に提出した労働保険料申告書によるものとする。 
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＜１．入 会 申 込 書 ＞ 

 貴協会の趣旨に賛同し、会則第６条により入会します。 

事業場の名称 
（ふりがな） 

 

所 在 地 
〒 

 

事業場代表者 

職氏名 

（職 名） 

（氏 名）            殿 

連 絡 

担当者 

所 属 

氏 名 

（所属）      部      課（室）         

                 殿 

連絡先 Tel.   （  ）     Fax.   （  ）      

事業の概要・種類  

従業員数                  人 （ パートも含む ） 

（一社）成田労働基準協会長 殿         令和  年  月  日 

 

＜２．アンケート記入用紙 ＞ 

御社が希望される技能講習・特別講習等をチェック又は記入し、入会申込書と一緒に送付下さい。 

項  目 ﾁｪｯｸ欄 内  容 

説明会・研修会等  ・安全週間説明会・衛生週間説明会・年末年始無災害運動説明会 

  ・労務管理勉強会・安全管理勉強会・衛生管理勉強会 

  ・労災保険実務研修会 

行 事  ・優良事業所視察旅行 

  ・産業安全祈願祭・賀詞交換会 

斡旋・サービス  ・定期巡回健康診断・特殊健診・作業環境測定・生活習慣病予防健診 

  ・中災防書籍用品カタログ 

技能講習  ・有機溶剤作業主任者技能講習 

指定講習  ・安全衛生推進者養成講習 

特別教育  ・研削と石取替え特別教育 

  ・低圧電気特別教育 

  ・酸欠作業特別教育 

  ・粉じん作業特別教育 

 
 ・その他希望のもの（                  ） 

  

その他講習  ・職長教育 

 ・職長・安全衛生責任者教育（建設関係者） 

  ・新入社員(雇入れ時)安全衛生教育 

  ・リスクアセスメント実務研修 

  ・危険予知訓練研修（ＫＹＴ） 

  ・衛生管理者受験準備講座                  ） 

  ・安全管理者選任時研修 

   

 


